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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月２０日（日） １７時０２分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市玄界島北方沖 

  福岡県新宮町所在の栗ノ上礁灯標から真方位２６８°１.９海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°４８.０′ 東経１３０°１３.６′） 

事故調査の経過 平成２６年７月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ  遊漁船 海笑
かいしょう

丸、４.９トン 

     ２９３－２８２１４福岡、個人所有 

     １１.９４ｍ（Lr）×２.７２ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

     ディーゼル機関、２１３kＷ、平成６年４月 

Ｂ  遊漁船  孝
たか

丸、４.５４トン 

      ＦＯ３－２９９１０（漁船登録番号）、個人所有 

      １０.７７ｍ（Lr）×２.４４ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

      ディーゼル機関、２１３kＷ、昭和５６年６月 

      第２９０－１９３１０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ 男性 ４７歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免許登録日  平成１５年４月１４日 

        免許証交付日  平成２５年４月１１日 

                      （平成３０年４月１３日まで有効） 

Ｂ  船長Ｂ 男性 ７６歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免許登録日  平成元年１０月５日 

        免許証交付日  平成２４年１１月６日 

                      （平成２９年１１月５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ  右舷中央部のガンネル部に亀裂及び擦過傷、同部内側のフレーム

に亀裂、シーアンカーに破損 
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Ｂ  右舷船首部に擦過傷 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客７人を乗せ、栗ノ上礁灯

標西方沖において、船尾からシーアンカーを投入して船首を北東方に

向け、瀬の上で漂泊しながら、釣り客にたい
．．

釣りをさせていた。 

船長Ａは、操舵室の後方右舷側に立ち、レーダーやＧＰＳプロッタ

ーを監視しながら、釣り客の様子を見ていたが、１.５Ｍレンジとし

たレーダーで右舷船首方から接近するＢ船を認め、時々その動静を監

視していた。 

Ａ船は、Ｂ船がＡ船を避航する様子もなく接近してくるので、モー

ターホーンを吹鳴したものの、平成２６年７月２０日１７時０２分ご

ろ、その右舷中央部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、携帯電話で海上保安庁に事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客１２人を乗せ、夜釣りで

のいか釣りの目的で、福岡市博多港から栗ノ上礁灯標に向けて北進し

たのち、同灯標の南方で沖ノ島南方沖の釣り場に向けて左転し、約１

４.５ノットの対地速力で北西進した。 

船長Ｂは、操舵室で目視とレーダーで見張りをしながら手動操舵に

就いていたが、釣り客の質問に応答しながら航行を続けていたとこ

ろ、前方至近にＡ船を認めた。 

Ｂ船は、同じ針路及び速力でＡ船と衝突した。 

船長Ａ及び船長Ｂは、事故発生場所付近で海上保安庁の調査を受け

た後、Ａ船及びＢ船を操縦して帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向  南西、風力  ２、視界 良好 

海象：海上  平穏、潮汐 高潮時 

 その他の事項 船長Ａは、シーアンカーロープを切断するためのナイフを用意して

いたが、ロープを切り、エンジンをかけて移動する時間的余裕がなか

ったため、使用しなかった。 

船長Ａは、腰部挫傷及び右股関節捻挫と診断された。 

Ｂ船のレーダーには、接近警報の機能がなかった。 

船長Ｂは、本事故当時、視界が悪かったと一貫して述べている。 

船長Ｂは、事故後２、３日して健康診断で白内障が指摘され、病院

において両眼の手術を受け、術後は両眼とも１.２の視力と診断され

たが、免許証が交付される際の視力は不明であった。 

船長Ｂは、日頃の経験から１７時ごろには遊漁船が瀬から戻るので

前方の瀬には遊漁船がいないものと思っていた。 

船長Ｂは、Ａ船のモーターホーンに気付かなかった。 

Ｂ船の最大搭載人員は、１２人であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ  なし、Ｂ  あり 

Ａ  なし、Ｂ  なし 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ船は、玄界島北方沖において、シーアンカーを投入して漂泊中、

船長Ａが接近するＢ船にモーターホーンを鳴らしたのでＢ船がＡ船を

避けるものと思い漂泊を続け、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、玄界島北方沖において、釣り場に向けて北西進中、船長Ｂ

が、日頃の経験から前方の瀬には遊漁船がいないものと思い、釣り客

の質問に応答することに意識を向けていたことから、Ａ船に気付か

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、本事故後、白内障と診断されたが、本事故当時の見張り

への影響については、明らかにすることはできなかった。 

船長Ｂは、Ｂ船の最大搭載人員を遵守しなければならなかった。 

原因 本事故は、玄界島北方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が釣り場に

向けて北西進中、船長Ｂが、前方の瀬には遊漁船がいないものと思

い、釣り客の質問に応答することに意識を向けていたため、Ａ船に気

付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船が避航の様子を見せないで接近するときは、早期に衝突防止

の措置を講じること。 

・常時、見張りを適切に行うこと。 

・健康状態に注意し、視力等の減退を感じたときは操船を控えるこ

と。 

 


